
労働者派遣事業におけるマージン率等の情報提供 

 

 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律、労働者派遣法第23条第5項の規定

により、下記のとおり情報を提供します。 （対象期間 ： 2023年8月1日 ～ 2024年7月31日） 

 

許可番号 派28-301106 許可年月日 2017年12月1日 

事業所の名称 株式会社リバーシステム 

事業所の所在地 
〒673-0891 

兵庫県明石市大明石町1丁目7番33号 大手ビル 3階 

 

１．労働者派遣の実績及びマージン率等     

派遣労働者の数 8名 

派遣先事業所数 3件 

派遣料金の平均額 

（1日8時間当たりの平均額） 
26,171円 

労働者の賃金の平均額 

（1日8時間当たりの平均額） 
17,446円 

マージン率（※） 33.3％ 

※マージン率 …  労働者派遣に関する料金の平均額から、派遣労働者の賃金の額の平均額を控除した額を、 

当該労働者派遣に関する料金の平均額で除して得た割合 

 

■マージン率に含まれる費用  弊社マージン部分については、下記の費用等を含んだものです。 

社会保険料等の事業主負担分 健康保険、厚生年金保険料、介護保険料、雇用保険料、労災保険料等 

有給休暇費用 年次有給休暇・慶弔休暇に充当した費用 

会社運営に係る経費 

健康診断、予防接種等の補助費用、教育訓練費、資格取得・外部講習

会参加等補助費用、求人広告費、事務所維持・運営費、通信費、光熱

費、車両費、労務管理費、事業運営にあたる労働者の人件費 

営業利益 
派遣料金から賃金、社会保険料、有給休暇費用、会社運営費用を差し

引いた利益 

 

２．派遣労働者の教育訓練に関する事項 

情報セキュリティ教育、 ビジネスマナー教育、 ＯＡ事務教育（Office）、 ＩＴ技術教育、 リーダー教育 

 

  

３．その他労働者派遣事業の業務に関し参考となる事項 

各種サポート … キャリアコンサルティング 

＜キャリアコンサルティング相談窓口及び連絡先＞  相談窓口： 総務部   電話番号： 078-914-4631 

 

４．労働者派遣法第30条の 4第1項の労使協定に関する事項 

労使協定締結の有無   有 

労使協定の対象となる労働者の範囲 派遣労働者 （電算機オペレーター／プログラマー） 

労使協定の有効期間の終期 2026年3月31日 

 


